
環境保全型自然体験活動 第１節：観光の振興
第４款 第21条～第25条

第３章：産業の振興のための特別措置

●目的・概要

沖縄県では、沖縄固有の豊かな自然や文化など

を観光客が体験・学習できる、いわゆるエコツ

アー（ 環境保全型自然体験活動 ）が活発に行

われ、国内でも先進的な地域となっています。

そこで、こうした活動がさらに盛んになっても

自然環境を破壊せず、また地域の暮らしとも共

存できるように、自主的なガイドラインを設定

する仕組みが用意されています。

●保全利用協定の認定手続

同じ地域でエコツアーのガイドや助言を行う事業者同士が、自然環境を大切にした質の

高いエコツアーを行うためのガイドライン（保全利用協定）を共同（他にいない場合に

は単独）で締結し、沖縄県知事の認定を受けられるようになっています。
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